
 

介護老人保健施設 醍醐の里   

通所リハビリテーション重要事項説明書 

 

 

当施設はご契約者に対して通所リハビリテーションサービスを提供します。 

施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを 

次の通り説明します。 

 
１．施設経営法人 

（１）法人名     社会福祉法人 伏見福祉会  

（２）法人所在地      京都市伏見区醍醐内ケ井戸１９番地１ 

（３）電話番号        ０７５－５７１－５２２２ 

（４）代表者氏名      理事長  箕口 新一 

２．事業所の概要 

 （１）事業所の種類  介護老人保健施設 平成１３年３月１９日指定  

                       （都道府県知事許可番号 ２６５０９８００８５号） 

 （２）事業所の目的  事業者は、介護保険法令の趣旨にしたがい、契約者が有する能力に応じ、 

可能な限り自立した日常生活を営むことができるように、医学的管理の下、契約

者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持を目的として、契約者に対し、介

護保険サービスを提供します。                           

 （３）事業所の名称   社会福祉法人伏見福祉会 介護老人保健施設 醍醐の里 

 （４）事業所の所在地  京都市伏見区醍醐内ケ井戸１９番地１ 

 （５）電話番号     施設代表 ０７５－５７１－５２２２ 

     （8：30～20：00 ※時間外は自動応答メッセージ対応） 

   通所直通電話番号 ０７５－５７５－２２１０ 

   ※通所直通は平日夜間（17：30～翌 8：30）と、 

    休日（日曜・年末年始）は、原則として留守番電話対応となります。 

 （６）施設長（管理者） 氏名 原 洋 

 （７）事業所の運営方針 

１．利用者に対する看護・介護の質の確保と向上に努める。 

２．利用者の自立支援を目指した介護を構築する。 

３．利用者の快適な生活を支援する。 

４．利用者の生きがいを求める。 

５．家族・介護者の信頼関係を構築し、家族の心の支えとなるよう努める。 

 （８）指定年月日        平成１３年３月１９日 

 （９）通常の事業の実施地域   伏見区（醍醐支所管内）、および山科区 

 （10）営業日、営業時間及び利用定員 

営   業   日   月曜日～土曜日（休日：日曜及び年末年始 12/30～1/3） 

営   業   時  間   午前９時３０分～午後１６時００分 

利  用  定 員   ４０名 

受  付   時 間 

変更や利用の中止は 前日午後４時までにお願いします。午後４時

を過ぎて変更、中止の申し出があった場合、食材費相当分の７５０

円をお支払いいただきます。 

当施設は介護保険の指定を受けています。 

（指定事業者番号  京都府 第２６５０９８００８５号） 



３．施設の概要 

介護老人保健施設「醍醐の里」 

敷   地 5908.63 ㎡ 建   物 
構 造 ＲＣ造 地上 4 階、地下 1 階建 

延床面積 7,566.39 ㎡ 

 利用定員 150 名（うち認知症専門棟   40 名） 

 

（１） 主な設備（ （予防）通所リハビリテーション ） 

設備の種類 室 数 面  積（㎡） 特  色 

通所リハビリテーション 

フロア 
１室 ２１５．９００ 

 

一般浴室 １室 ８４．０８０ 大浴場・リフト浴 

便所 ３室 ７１．８７０ 暖房便座 

サービスステーション １室 ２３．９７０  

洗濯室 １室 ９．３４０  

汚物処理室 １室 １．５５０  

１． 職員体制 

従業者の職種 配置基準 

員数（契約時点での員数を記載） 

常勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

施設長(医師)   １   

理学療法士 

作業療法士 

言語聴覚士 ４ 

 ４   

看護職員   １  

介護職員 ６  ３  

管理栄養士   １   

２． 職員の勤務体制 

従業者の職種 勤 務 体 制 

施設長(医師) ８：３０～１７：３０(日祝祭日を除く) 

看護職員 

介護職員 
８：３０～１７：３０(日を除く) 

理学療法士または 

作業療法士・言語聴覚士 
８：３０～１７：３０(日を除く) 

介護支援相談員 ８：３０～１７：３０(日を除く) 

 

  



４．事業所が提供するサービスと利用料金 

    当事業所では、契約者に対して以下のサービスを提供します。 

    当事業所が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

    があります。 

 （１）介護保険の給付の対象となるサービス 

以下のサービスについては、利用料金の自己負担額を除いた分について、介護保険から給付されます。

自己負担額（割合）はご利用者によって異なります（介護保険負担割合証をご確認ください）。 

 

＜サービスの概要＞ 

コース 

 
サービス内容 

ゆったりコース 

６～７時間 
（９：３０～１６：００） 

ＡＭがんばりコース 

２～３時間 
（９：３０～１２：３０） 

ＰＭがんばりコース 

３～４時間 
（１２：４５～１６：００） 

食事（介助） 

管理栄養士による献立によ

り、栄養並びに契約者の身

体の状況及び嗜好を考慮し

た食事を提供します。 

（食事時間）午後１２時～

１３時 

なし 

入浴 
（一般浴・リフト浴） 

入浴又はシャワー浴を行い

ます。 
なし 

排泄（介助） 排泄の自立を促すため、契約者の身体能力を最大限活用した介助を行います。 

機能訓練 

看護師による健康チェックの後、リハビリテーションスタッフにより、契約者の心身等

の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復またはその減退を防止するため

の訓練を実施します。 

レクリエーションや行事等

も行います。 
レクリエーションや行事の提供はありません 

送迎 

 

ご希望により、居宅と事業所との間の送迎を行います。 

他、ご家族による送迎も可能です。 

 

  



＜サービス利用料金(１回あたり)＞ 

契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額（下記料金表に記

載の金額）をお支払い下さい。介護保険による利用料金は、契約者の要介護度に応じて異なります。 

◇通所リハビリテーション 

ゆったりコース（一日）     【1単位：10.55円】 

基
本
料
金 

コース 

サービス 

  

  

ゆったりコース（９：３０～１６：００） 

※6～7 時間 

項 目 割合 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

基本  

（非課税） 

１割 755円 897円 1,035円 1,200円 1,361円 

２割 1,509円 1,794円 2,070円 2,399円 2,722円 

３割 2,263円 2,691円 3,105円 3,599円 4,083円 

食費 共通 600円   

おやつ代 共通 150円 （施設で用意するもので希望される場合） 

日用 

消耗品 
共通 55円 （日常生活に要する費用） 

教 養 ･

娯楽費 
共通 110円 （レクリエーション費用） 

合    

計 

１割 1,670円 1,812円 1,950円 2,115円 2,276円 

２割 2,424円 2,709円 2,985円 3,314円 3,637円 

３割 3,178円 3,606円 4,020円 4,514円 4,998円 

がんばりコース（午前/午後の半日）                   【1単位：10.55円】 

基
本
料
金 

コース 

サービス 

  

  

ＡＭがんばりコース（９：３０～１２：３０） 

※２～３時間 

ＰＭがんばりコース（１２：４５～１６：００） 

※３～４時間 

項 目 割合 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

基本  

（非課税） 

１割 404 円 464 円 526 円 586 円 646 円 513 円 596 円 679 円 784 円 889 円 

２割 808 円 927 円 1,051 円 1,171 円 1,292 円 1,026 円 1,192 円 1,357 円 1,568 円 1,777 円 

３割 1,212 円 1,390 円 1,576 円 1,757 円 1,937 円 1,539 円 1,788 円 2,035 円 2,352 円 2,665 円 

食費 共通 食事の提供はありません 食事の提供はありません 

おやつ代 共通 おやつの提供はありません 150 円（施設で用意するもので希望される場合） 

日用 

消耗品 
共通 なし なし 

教 養 ･

娯楽費 
共通 なし なし 

合    

計 

１割 404 円 464 円 526 円 586 円 646 円 663 円 746 円 829 円 934 円 1,039 円 

２割 808 円 927 円 1,051 円 1,171 円 1,292 円 1,176 円 1,342 円 1,507 円 1,718 円 1,927 円 

３割 1,212 円 1,390 円 1,576 円 1,757 円 1,937 円 1,689 円 1,938 円 2,185 円 2,502 円 2,815 円 

                           ※PM がんばりコースの合計におやつ代は入っていません。 

・加算料金（体制加算） ※１回（１日／１回）につき                    【1 単位：10.55 円】 

体制加算名称 １割 ２割 ３割   

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 24 円 47 円 70 円 ／日  

リハビリテーション提供体制加算 26 円 51 円 76 円 ／日  

通所リハ重度療養管理加算 106円 211円 317円 ／日  

中重度ケア体制加算 22 円 43 円 64 円 ／日  

科学的介護推進体制加算 43 円 85 円 127円 ／月  



 

☆処遇改善加算（以下３加算 ※令和 6年 5月 31 日分まで） 

通所リハ処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の４．７％を加算 

３加算の所定単位数合計 

７．７％ 

通所リハ特定処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の２．０％を加算 

介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位数の１．０％を加算 

 

☆新処遇改善加算（以下３加算 ※令和 6年 6月 1 日分以降、上記３加算が統合、新加算） 

通所リハ処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の８．６％を加算 

 

・加算料金 ※１月につき／１日につき／１回につき                    【1 単位：10.55 円】 

※下表は１割負担での料金です。介護保険自己負担率は、１割～３割に分かれます。 

介護保険負担割合証をご確認ください。                 

加

算

料

金 

 

コース 

加 算 
ゆったりコース 

がんばりコース 

（ＡＭ・ＰＭとも） 

入浴介助加算Ⅰ 43 円／日 入浴はありません 

入浴介助加算Ⅱ 64 円／日 入浴はありません 

短期集中リハビリ加算 116 円／日 

リハビリテーション 

マネジメント加算Ａイ※ 

（１）同意日の属する月から６月以内 591 円／月 

（２）同意日の属する月から６月超 254 円／月 

リハビリテーション 

マネジメント加算ロ※ 

（１）同意日の属する月から６月以内 626 円／月 

（２）同意日の属する月から６月超 288 円／月 

リハビリテーション 

マネジメント加算ハ※ 

（１）同意日の属する月から６月以内 837 円／月 

（２）同意日の属する月から６月超 499 円／月 

※医師が利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た場合 285 円／月 

認知症短期集中 

リハビリ加算 

認知症短期集中リハビリ加算Ⅰ 254 円／日 

認知症短期集中リハビリ加算Ⅱ 2,026 円／日 

生活行為向上リハビリ加算 1,319 円／月 

若年性認知症利用者受入加算 64 円／日 

栄養アセスメント加算 53 円／月 なし 

栄養改善加算（月２回限度） 211 円／回 なし 

口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ（6 ヶ月に 1 回限度） 22 円／回 なし 

口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ（6 ヶ月に 1 回限度） 6 円／回 なし 

口腔機能向上加算Ⅰ（月２回限度） 159 円／回 なし 

口腔機能向上加算Ⅱイ（月２回限度） 164 円／回 なし 

口腔機能向上加算Ⅱロ（月２回限度） 169 円／回 なし 

退院時共同指導加算 633 円／回 なし 

移行支援加算 13 円／日 なし 

その他、契約内容によって次項（注１～注３）の負担が加算されます。 

 

注１ 契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいた

だきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。ま

た、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、契約者が保険

給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

注２ 契約者に提供する食事の材料に係る費用は別途いただきます。（下記（２）①参照） 

注３ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、契約者の負担額を変更

します。  

それぞれ加算要件を

満たした場合に加算。 

但し、加算によっては、

併算定不可等の条件

があるため、同時に多

くの加算が算定される

わけではありません。 



 

 （２）介護保険の給付対象とならないサービス 

     以下のサービスは、利用料金の全額が契約者の負担となります。 

   ＜サービスの概要と利用料金＞ 

    ① 食事の提供  

     ・契約者に提供する食事の材料にかかる費用です。 

                   料金：１回あたり昼食：６００円・おやつ代：１５０円 

※ＡＭがんばりコースをご利用の場合は食事・おやつの提供はありません。 

※ＰＭがんばりコースをご利用の場合は食事の提供はありませんが、おやつの提供はできます。 

    ② 教養娯楽費（レクリエーション、クラブ活動）       １１０円／日（非課税） 

・契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。 

    ③ 日用品費（日常生活上必要となる諸費用実費）        ５５円／日（非課税） 

     ・日常生活品の購入代金等契約者の日常生活に要する費用で契約者に負担いただく事が適当であ

るものにかかる費用を負担いただきます。 

コース 

サービス 

ゆったりコース 

６～７時間 

（９：３０～１６：００） 

ＡＭがんばりコース 

２～３時間 

（９：３０～１２：３０） 

ＰＭがんばりコース 

３～４時間 

（１２：４５～１６：００） 

基
本
料
金 

昼食代 ６００円 提供なし 提供なし 

おやつ代 １５０円（施設で用意する

もので希望されれる場合） 

提供なし １５０円（施設で用意する

もので希望されれる場合） 

日用 

消耗品費 

５５円 

（日常生活に要する費用） 

なし なし 

教養・ 

娯楽費 

１１０円 

（レクリエーション費用） 

なし なし 

 

  コース共通 

コース 

品目 
ゆったり／がんばり コース共通 

紙オムツ 

はくパンツ １９０円／枚（非課税） 

テープ止めタイプ ２００円／枚（非課税） 

尿取りパット ５０円／枚（非課税） 

フラットタイプ ６０円／枚（非課税） 

喫茶代 コーヒー・紅茶・ココア等 １１０円／杯（税込み） 

写真代 写真現像代 ４４円／枚（税込み） 

主治医意見書作成料 主治医意見書の作成料 １６５０円／枚（税込み） 

注・上記介護保険給付外サービスについては、契約者またはご家族の希望により提供させていただくサービ

スです。本重要事項説明書を熟読の上、同意書に署名捺印頂き、ご希望サービスのご同意を得たものと

させていただきますのでご了承ください。 

   



（３）利用料金のお支払い方法 

･ 事業者は契約者に対し、毎月月末に締めて計算し、翌月１５日頃に請求書を発行します。請求書には、

契約者が利用した各種サービスにつき、種類ごとに利用回数、利用単位の内訳、介護保険適用の有無、

法定代理受領の有無等を明示します。 

･ 契約者は、事業者に対し、当月の利用料等を、翌月の月末までに、事業者の指定する方法で支払い

ます。（郵便局の自動引落・指定する銀行に振込。又は、事務局にて支払いします。） 
 

 

（４）利用の中止、変更、追加 

 契約者は、利用予定日の前に、契約者の都合により、通所リハビリテーションの利用を中止または変更、

もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、契約者はサービス実施日の

前日までに事業者に申し出ることとします。 

 契約者が、利用予定日の前日の午後４時以降になって利用の中止の申し出をされた場合は、取消料とし

て下記の料金をお支払いいただく場合があります。（一日コースのみ） 

食料費相当分：７５０円 

 サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により、契約者の希望する期間にサー

ビスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。 

 

 

 

５．苦情の受付について 

（苦情等申立窓口） 

当施設のサービスについて、ご不明の点や疑問、苦情がございましたら、当施設ご利用相談室（窓口

担当者 中西 雅彦、電話０７５－５７１－５２２２）までお気軽にご相談下さい。また、ご意見箱

での受付も致しておりますのでご利用ください。責任を持って調査、改善をさせていただきます。 

 （２）当事業所以外に、各居宅介護支援事業所・各行政区の介護保険課・国民健康保険団体連合会等でも

苦情を受付けています。京都市区役所・支所には苦情申立書が備え付けてあります。 

◇京都府国民健康保険団体連合会 介護サービス相談窓口 電話 ０７５－３５４－９０９０ 

◇京都市伏見区役所保健福祉センター健康長寿推進課   電話 ０７５－６１１－２２７８ 

◇京都市伏見区醍醐支所保健福祉センター健康長寿推進課 電話 ０７５－５７１－６４７１ 

◇京都市山科区役所保健福祉センター健康長寿推進課   電話 ０７５－５９２－３２９０ 

 

10.利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 

 

  
第三者による評価の実施状況 １ あり 

 ２ なし 



６．緊急時の対応 

事業者は、介護サービスの提供中に契約者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合には、速やか

に協力医療機関・かかりつけ医師・病院と連絡をとり、救急医療あるいは救急入院等必要な措置が受け

られるように致します。 

 

協力医療機関                      

医療機関の名称 （医）医仁会武田総合病院 医療機関の名称 （医）徳洲会六地蔵総合病院 

院長名 一山 智 院長名 木戸岡 実 

所在地 京都市伏見区石田森南町 8－1 所在地 京都府宇治市六地蔵奈良町 9 

電話番号 075－572－6331 電話番号 0774－33‐1717 

 

医療機関の名称 （医）松寿会共和病院 医療機関の名称 （医）洛和会音羽病院 

院長名 添田 恒光 院長名 神谷 亨 

所在地 京都市伏見区醍醐川久保町 30 所在地 京都市山科区音羽珍事町２ 

電話番号 075－573－2122 電話番号 075－593－4111 

協力歯科医療機関 

医療機関の名称 堀口歯科医院 

院長名 堀口 靖史 

所在地 京都市伏見区深草直違橋４丁目３５０

ー１ 

電話番号 075－641－1927 

 

 

 

７．事故発生時の対策 

事故発生時の対応 

介護サービスの提供にあたって事故が発生した場合は、すみやかに利用者

の家族、身元引受人、市町村、京都府等関係者に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じます。 

損害賠償 

事故が発生した場合は、事業者はすみやかに利用者の損害を賠償します。 

ただし、事業者に故意過失がない場合にはこの限りではありません。 

当該事故発生につき利用者に重過失がある場合は、損害賠償の額を減じる

ことができます。 

 

８．非常災害時の対策 

災害時の対応 
別途定める「介護老人保健施設 醍醐の里 消防計画」にのっとり対応を行

います。 

平常時の訓練 
別途定める「介護老人保健施設 醍醐の里 消防計画」にのっとり年２回夜

間及び昼間を想定した避難訓練を通所者の方も参加して実施します。 

防災設備 

スプリンクラー・避難階段・自動火災報知器・誘導灯 

・ガス漏れ報知器 

消火用散水栓・非常通報装置・漏電火災報知器・非常用電源 

カーテン布団等は、防炎性能のあるものを使用しております 

消防計画等 
伏見消防署届出日：平成 13 年 3 月 6 日（初回）/平成 30 年 4 月 1 日（改訂） 

防火管理者 中西 雅彦 

 

 


